
 

総務常任委員会 審査順序 

 
● 付託議案について 
 

議案第 107 号 令和７年度八戸市一般会計補正予算 

 

○歳出 

 
  ○歳入 第１条中の歳入予算の補正 

 
議案第 121 号 八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

議案第 122 号 八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例等の一部を改正する条例の制定に 
ついて 

議案第 133 号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合事 
務組合規約の変更について 

款 項 摘       要 

第１条の歳出中   

１款 議会費 全部  

２款 総務費 １項 総務管理費 ５目、６目、９目を除く 

 ２項 徴税費  

 ４項 選挙費  

   ～   

 ６項 監査委員費   

５款 労働費 １項 労働諸費 １目 

７款 商工費 １項 商工費 ４目18節 

９款 消防費 全部  

10款 教育費 １項 教育総務費  

   ～   

 ３項 中学校費  

 ５項 社会教育費 ８目、17目を除く 

 ６項 保健体育費 １目１節、２節、３節、４節、２目、３目を除く 

12款 公債費 全部  

第３条 債務負担行為の補正  令和８年度広報はちのへ印刷経費、地域交通確保事 

業、南郷コミュニティ交通運行事業、課税入力業務 

委託料、賄材料費 





 





 

議案第 122号 

 

 

 

 

八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例等の 

一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の理由 

国内外の経済社会情勢に対応するため、職員等の旅費及び費用弁償について、

旅行に要する実費を弁償するためのものとして、その種目及び内容の見直しをす

るとともに、その他所要の改正をするためのものである。 

 

２ 改正する条例 

八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例 

八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

八戸市実費弁償条例 

 

３ 改正の概要 

   別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

令和８年４月１日 

総務常任委員会資料 

令和７年 1 2 月 1 1 日 

総 務 部 人 事 課 



●旅費条例改正の概要

主な改正内容

鉄道賃 ○特急料金の距離制限（片道100km以上）を廃止する。

その他の交通費

[名称変更]

○名称を「車賃」から「その他交通費」に改める。

○現行の定額支給方式から実費支給方式に改め、鉄道賃、船賃及び航空賃以

外のすべての交通手段（バス、タクシー、レンタカー等）の利用に係る費用

（それらに付随する費用を含む。）について、実費により支給する。

○実費支給又は実費による算出が困難な場合等（私有車を使用して移動する

場合等）に要する費用については、現行の距離に応じた定額を維持する。

宿泊費

[名称変更]

○名称を「宿泊料」から「宿泊費」に改める。

○現行の定額支給方式から上限付き実費支給方式に改める。

○上限額は、国の旅費支給規程に準拠する。※詳細は別紙資料のとおり。

包括宿泊費

［新設］

○移動と宿泊が一体となったパック旅行について、交通費の額及び宿泊費基

準額の合計額の範囲内の実費額を支給する。

宿泊手当

［新設］

〇 宿泊を伴う旅行の場合、夕朝食代の掛かり増しを含む諸雑費に充てるため

の旅費として、定額を支給する。ただし、朝食又は夕食に係る費用に相当す

るものが宿泊費に含まれる場合等は、当該食費分を減額して支給する。

転居費

［名称変更］

○名称を「移転料」から「転居費」に改める。

○定額支給方式から実費支給方式へ改める。

着後滞在費

［名称変更］

○名称を「着後手当」から「着後滞在費」に改める。

○定額支給方式から実費支給方式（上限５夜分）へ改める。

家族移転費用

［名称変更］

○名称を「扶養親族移転料」から「家族移転費」に改める。

○定額支給方式から実費支給方式に改める。

○支給対象を「扶養親族」から「職員と同一生計の同居家族」に改める。

食卓料

［廃止］
○「宿泊手当」へ統合する。

旅行雑費

［廃止］

○現行の旅行雑費（一般職1,100円/日、特別職1,400円/日）は、目的地への

交通費等にあてるための費用としていたが、用務地内の交通費は実費支給へ

見直すことから、旅行雑費を廃止する。

日額旅費

［廃止］

○現行の日額旅費は、⾧期間の研修等のために旅行する者を対象に定額で支

給していたが、改正後は、交通費、宿泊費及び宿泊手当等を支給することか

ら、日額旅費を廃止する。

区分

交通費

宿泊費等

転居費等

その他種目



区分 主な改正内容

○職員等に加え、市と旅行役務提供契約を締結した者（旅行代理店等）についても旅費の支

給及び請求を可能とする。

○在勤地内旅行の旅費の支給に係る制限を廃止し、旅行に要する費用の実費額を支給する。

○在勤地以外の同一地域内旅行の旅費の支給に係る制限を廃止し、目的地内の移動について

も鉄道賃等の交通費を実費支給する。

制度全般





 
 

  
 

青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少 
及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

１ 理 由 

   当市が加入している青森県市町村税滞納整理機構が属する青森県市町村総合事務組合にお

いて、構成団体である黒石地区清掃施設組合が令和８年３月 31 日をもって解散することに伴

い、組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について、地

方自治法第 286 条第１項及び第 290 条の規定に基づき協議するもの。 

   なお、規約の変更に係る協議は、地方自治法第290条により議会の議決を経ることを要する。 

 

２ 青森県市町村総合事務組合の概要 

経 緯 地方自治法第 284 条第１項に基づく一部事務組合として平成 19 年４月１日に発

足。平成 24 年４月には市町村税等の滞納整理を市町村と協働して行う専門機関

として市町村税滞納整理機構を設置。 

組織団体数 10 市、30 町村、20 一部事務組合、３広域連合 

※八戸市は令和５年６月１日に市町村税滞納整理機構へ加入 

共同処理する 

事務 

・非常勤消防団員に対する損害補償に関する事務 

・消防作業に従事した者、又は救急業務に協力した者

に対する損害補償に関する事務 

・応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関

する事務 

・水防に従事した者に対する損害補償に関する事務 

・非常勤消防団員に対する退職報償金の支給に関する

事務 

・消防職員及び消防団員に対する賞じゅつ金の支給に

関する事務 

・非常勤消防団員に対する福祉事業に関する事務 

７市､30 町村 

 及び 

７一部事務組合 

・議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は

通勤による災害に対する補償に関する事務 

７市､30 町村､ 

黒石地区清掃施設組合

を含む 20一部事務組合

及び３広域連合 

・公立学校の学校医等の公務上の災害に対する補償に

関する事務 

７市、30町村 

・市町村税等の滞納整理に関する事務 八戸市を含む 10市、 

及び 30 町村 

・青森県自治会館の設置、管理及び運営に関する事務 30 町村 

 

３ 規約施行日  令和８年４月１日 

総 務 常 任 委 員 会 
令和７年 12 月 11 日 
財 政 部 収 納 課 

議案第 133 号 


	01　審査順序（総務）
	02　【人事課】251211_総務常任委員会資料(給与条例改正)
	03　【人事課】251211_総務常任委員会資料(旅費条例改正)
	04　総務常任_議案第133号_青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について

